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新生涯学習制度について（通知） 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

ご存知のように 2022 年 4 月より卒後の生涯学習制度が大きく変更となります。新生涯学習

制度に関して再度、確認して頂きたく連絡させていただきます。 

 

 

【新生涯学習制度の概要】 

・新生涯学習制度では、卒後 2 年間の前期研修、その後 3 年間の後期研修修了にて、「登録

理学療法士」として認証します。 

・全会員が登録理学療法士を取得し、5 年ごとにジェネラリストとしての幅広く総合的な研

修受講により、自己研鑽を継続することで、本会が社会に対して理学療法士の質を保証す

ることを目指します。 

・登録理学療法士を基盤とし、より高い専門性を兼ね備える「認定理学療法士」、「専門理学

療法士」制度を構築しています。 

・「認定理学療法士」は臨床実践分野において秀でた理学療法士を、また「専門理学療法士」

は学問的指向性の高い理学療法士を目指す、希少価値のある認定資格として位置づけてい

ます。 

・新生涯学習制度は、様々な領域に従事する会員が持続可能な生涯学習制度とし、働き方に

応じた多様性と深化の動機付けとなるキャリア開発プログラムを目指します。 

 

 

【前期研修、後期研修】 

・多くのカリキュラムは e-ラーニングでの講義受講の形式を取ります。 

・前期研修の D.実地研修と後期研修の E.領域別研修（実地）に関しては受講者がマイペー

ジ上から受講申請、登録理学療法士の指導者（又は座長）がマイページ上から対象者の履

修登録を行う必要があります。 

 

＊詳しくはマイページの会員限定コンテンツ内の前期研修、後期研修の項目を確認下さい。 

 

 

 

 



【登録理学療法士】 

・継続的に自己学習・研修を行ってもらい、5 年毎の更新制となっています。 

・更新の要件に関しては①ポイントの取得（カリキュラムコードに準じた学習での取得、雑

誌投稿での取得）②更新時研修の受講となっています。 

・ポイント数の計算は学習時間 30 分で 0.5 ポイント付与されます。（1 日の上限はありませ

ん）更新には 50 ポイントの取得が必要です。 

 

＊詳しくはマイページの会員限定コンテンツ内の登録理学療法士の項目を確認下さい。 

 

 

【認定理学療法士・専門理学療法士】 

・認定理学療法士は臨床実践分野において秀でている理学療法士とし認定看護師教育を模倣

した仕組みとしています。 

・専門理学療法士は学問的指向性の高い理学療法士としてリハビリテーション医学会等の専

門医制度を模倣した仕組みとしています。 

・いずれも希少価値の認定資格とし、資格を持っていることに対する価値を上げる設計を構

築していく予定です。 

 

＊詳しくはマイページの会員限定コンテンツ内の認定理学療法士・専門理学療法士の項目を

確認下さい。 

 

 

皆様におかれましては、新生涯学習制度の内容に関してマイページの会員限定コンテンツ内

で確認をよろしくお願いします。 

 

 

問い合わせ先      

生涯学習部長 大橋 淳司  

諏訪中央病院 リハビリテーション科 TEL 0266－72－1000 

 


